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明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

梅

津

和

郎

輸
出
税
全
廃
運
動
の
展
開

「
輩
に
謹

て
海
内
各
地
輸
出
業

に
従
事
せ
ら
る
る
諸
君

に
向
ひ
、
輸
.出

税

は
如
何
に
諸
君
の
嚢
中
よ
り
仕
払
は
れ
居

る
や
の
事
実
を
陳
述
し
、
共

に
輸
出
税
全
廃

の
義
挙
に
尽
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

蓋

し
世
間
往

々
輸
出
税
は
開
港
地

に
於
け
る
外
国
商
人

の
仕
払

ふ
所
な
る

を

以
て
、
内
地
人
民
に
影
響
な
き

も
の
の
如

く
思
惟

す
る
も
の
あ
り
、
然

れ

ど
も
外
国
商
人
に
し
て
此
税
を
仕
払

ふ
と
ぎ
は
彼

が
諸
君
よ
り
買
入
る

る
に
当
り
て
此
税
金
丈
け
廉
価
す
べ
ぎ
に
付
き
、
畢
竟
諸
君
か
自
ら
之
を

払

は
る
る
に
異
な
ら
ざ
る
な
り
、
今
簡
単
な
る

一
例
を
以
て
之
を
解
説
せ

ん
、
醤

へ
ば
東
京
は
四
方
よ
り
米
穀

の
輸

入
す
る
所
た
り
、
仙
台
米
も
来

り
、
肥
後
米
も
来
り
、
近
江
米
も
来
る
所
な
り
、
然
る
に
蕪
に
仙
台

に
於

て
其
輸
出
米
に
課
税

し
た
と
仮
定

せ
よ
、
東
京
に
於
け
る
仙
台
米

の
相
場

は
共
輸
出
税
丈
げ
騰
貴
す
べ
き
乎

、
決

し
て
然
ら
ざ

る
べ
し
、
東
京

に
於

け

る
仙
台
米

の
相
場
は
、
仙
台
に
輸
出
税
あ
る
と
な
き
と
に
係
ら
.ず
同

一

明
治
前
期

に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

な
る
べ
し
、
然
ら
ば
其
輸
出
税

は
仙
台
な
る
米
業
諸
人
等

の
仕
払
ふ
所

に

し
て
、
仙
台

の
米
価

は
東
京
に
比
し
て
共
輸
出
税
及
び
運
送
費

丈
け
低
価

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
我
国
輸
出
物
に
対
し
て
輸
出
税

の
結
果
は
全
く
之

に
異
な
ら
ざ
る
な
り
、
…

〔中
略
)
…
且

つ
夫
れ
輸

出
税
は
総
額
に
於
て

国
庫
に
幾
何

の
収
入
あ
る
や
と
尋
ね
る

に
、
明
治

二
十
三
年
度

の
予
算

に

於
て
百
六
十
余
万
円

に
過
ぎ
ざ

り
し
な
り
、
近
年
輸
出
大
に
増
加
せ
し
を

以
て
其
収
入
亦
増
加

せ
り
と
錐
も
彼

の
六
百
五
十
万
円

の
余
剰
金

の
中

に

於

て
ば
、
実

に
百
六
十
余
万
円
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
、
之
を
全
廃

し

て
国
庫

の
.損
失
す
こ
と
は
実

に
此
金
額
な
り
と
見
倣
し
て
可
な
り
、
斯

の

如
き
少
金
額
を
全
廃

す
る
も
国
庫
に
幾
何
の
困
難
を
感
ず
る
そ
や
、
共
困

難
小

に
し
て
其
国
家
物
産
上
に
及
ぼ
す
結
果
大
な
り
、
其
筈

の
見
る
所
を

以
て
す
る
に
輸
出
税

の
如
き
は
何
事
を
差
置
き
て
も
先
ず
廃
棄

せ
ざ

る
べ

か
ら
ざ

る
も
の
な
り
、
何

と
な
れ
ば
之
を
実
行
せ
し
後

に
至
り
貿
易
振
作

し
輸
入
税
の
増
加
し
之
を
償
ふ
を
得

る
は
確
然
疑

ふ
べ
か
ら
ざ
れ
は
な
り
、

世
人
或

ひ
は
圓
ふ
日
本
人

は
無
気
力
な
り
耐
忍
力
に
乏
し
と
、
然
れ
ど
も

第
八
†
五
巻

四
二
五

第

六
口写

四
一二



明
治
前
期

に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

我
生
糸
、
茶
、
海
産

、
銅
、
木
蝋
、
其
他
万
般

の
輸
出
物

か
此
の
和

ぎ
苛

税
を
負

ひ
な
が
ら
能
く
他

の
無
税
輸
出
国
の
物
産

と
競
争

し
今
日
の
発
達

わ

を
遂
げ

し
こ
と
を
見

よ
」
。

田
口
卯
吉
を
イ
デ

オ
ロ
ー
グ
と
す
る
輸
出
税
金
廃
同
盟
会
は
、
そ

の
結

成

の
主
意
書

に
お
い
て
以
上
の
よ
う
に
輸
出
税

の
全
.廃
を
走
賑
し
こ
れ
を

政
府

に
迫

っ
て
い
る
。
そ

の
時
は
明
治

二
十
五
年
、
最
初

の
資
本
主
義
的

恐
慌

の
生

じ
た
二
年

の
後
で
あ

っ
た
。

こ
の
主
意
書
が
発

表
さ
れ

て
か
ら

【
月
後
に
は
、
・問
業
会
議
所
を
は
じ

第/麦 茶,昆 布,木 蝋,生 糸 の 全 輸 出額

に しめ る比 率

計生糸

第

八
†
五
巻

四
二
六

第
六
号

四
阻

め
と
す

る
各
地
方
実
業
団
体
四
四
五
の
支
持

を
え
て
い
る
、
そ
の
内
訳
を

み
る
と
、
生
糸
業
団
体
、
茶
業
組
合

、
昆
布
会
社
、
木
蝋
営
業
人

と
な

つ

わ

て
い
て
、
全
国
的
規
模

に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

右
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
輸
出
税
全
廃
運
動

の
担
い
手

と
な

っ

た
の
は
生
糸
、
茶
、
昆
布

、
木
蝋
等

の
マ
一;

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
明
治

十
四
年

に
は
じ
ま
る
紙
幣
整
理
を
契
機

と
し
た

強
力
な
資
本
関
係

の
創
出
過
程
に
お

い
て
政
府

の
保
護

に
よ
り
上
昇

・
発

展

せ
し
め
ら
れ
た
工
場
資
本
と

マ
ニ
凸
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本

の
う
ち
、
後

62・21
1

41.2

昆 布及
刻昆 布. 木蛙

1.70.6

茶次年

18.7
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出増 加 率

第2表

土.糸木蝋

59.249.6

昆イII.及
刻昆布

78.5

茶次年

62.2

100.0100.0/00.0

119.31りQ.0

223.昌87.4

112.0

167.3

100.0

/08.1

明 治10年

/5年

20年

工07.025年

日本 経 済 統 計 総 観,P,P.242～251

よ り作 成.

〔注 〕

械 ・座繰別生産量 比率第3表

合 計%

/00,00

座 繰%

61.ユ5

器 械%

38.85

次年

明治22年

100.0〔}

100.00

59.10

61.07

40.9023年

38.93

100.00

100.00

55.03

52.32

44.97

24年

25年

47.6826年

〔注 〕 帝 国 第14統 計 年鑑,

松 井 清 編 『近 代 日本貿 易史 』 第1巻

P.171よ り.



釣

者

を

代
表

す

る
も

の

で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

の

マ

ニ
ュ

7
ア
ク

チ

ュ
ア
資

本

を

輸

出
税

全
廃

運
動

に
駆

り

た

て
た
基

礎

的

な
要
囚

は
何

で
あ

っ
た

か

。

ま

ず

こ

の

こ
と
を
考

察

し

よ
う

。

ソ ドソ銀塊相場,金 銀比 価および物価指数

金を尺度 とす
る 物 価 指 数
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L注 〕

明
治
前
期
に
お
け

る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

第

一
表

に
み
る
よ
う
に
、
輸
出
貿
易
に
お
い
て
漸
次
減
少

し
て
い
る
と

は
い
え
、
明
治
十
五
年
-
二
十
五
年

の
問
で
生
糸
、
木
蝋
茶

、
昆
布
等
原

料
川
製

品

・
食
料
品
の
比
重

は
高

い
。
そ
し
て
、
明
治
十
五
年
を
基
準
と

す
る
商
品
別
輸
出
増
加
率
は
、
木
蝋
を
除
き
、
生
糸
を
.頂
点

と
し
て
昆
布

、

茶
の
順
と
な

っ
て
い
る

(
第
二
衰
参
照
)
。

生
糸

の
輸
出
増
加
率
の
高
さ

は
、
機
械
製
糸
が
座
繰
製
糸
を
圧
倒
し
て
い
く
雄
松
期

の
反
映

と
み
ら
れ

る

〔
第

三
表
参
照
)
.

第

二
表

に
み
た
商
品
別
輸
出
増
加
率

の
高
さ
を
現
寇

し
た
も

の
は
、
ま

ず
右

に
の
べ
た
生
産
力
の
発
展
が
そ

の
基
礎
的
条
件
と
な

っ
て
い
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、
こ
の
時
期
に
顕
著
と
な

っ
た
銀
塊
相
場

の
世
界
的
下
落
が

考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
第

四
表

に
よ

っ
て
明

ら
か
な
よ
う
に
、
国
内

物
価
が
反
騰

に
転

じ
た
明
治
二
十
年

よ
り
、
金
を
尺
度
と
し
て
あ
ら
わ
し

た
物
価
指
数

は
逆

に
下
落
し
て
い
る
。

こ
の
価
格
効
果
が
金
貨
国

へ
の
輸

出
を
促
進
し
、
全
体

と
し
て
の
輸
出
額
を
増
大
せ
し
め
出
超

の
主
な
原
因

の

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

輸
出
増
進

に
も

と
つ
く
国
外
市
場

の
有
望
性

は
、
決
し
て
国
際
的
競
争

条
件
の
ぎ
び
し
さ
を
緩
和
す
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
世
界
資
本
主
義
が

独
占
段
階
に
移
行
す
る
時
期

に
需
い
て
、
生
糸
、
木
蝋
、
茶
、
昆
布
等
の

土
産
的
、
手
工
業
的
商
品
が
世
界
市
場
で
競
争
を
お
こ
な
う
と
き
に
は
僅

か
従
価

五
分

の
輸
出
税
す
ら
負
担
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。
明
治
二
十

五
年

十
二
月
十
七
日
に
衆
議
院

に
提
出
せ
ら
れ
た
輸
出
税
全
廃
法
律
案
理
由
書

は
、
冒
頭
に
こ
の
問
題
を

と
り
あ
げ

て
い
る
。

第

八
十
五
巻

四
二
七

第
六
号

四
五



「第

一

第

二

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

輸
出
税
は
我
邦
物
産
を
圧
縮
す
る

の
結
果
あ
る
を
以
て
全
廃
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
特
有
物
産
に
非
ざ
る
以
上
は
輸
出
税

は
生
産
者

の
仕
払

ふ
所
也
現
に
我
邦
生
糸
に
は
伊
太
利
支
那
東
印
度

の
競

争
あ
り
昆
布
に
ぱ
露
領
シ
ベ
リ
ヤ
の
競
争
あ
り
其
他

の
諸

島
皆

然
ら
ざ
る
は
な
し
而
し
て
茶
及
昆
布
の
如
ぎ

は
全
く
一ノ』が
為
に

凋
表
せ
り
生
糸
は
往
ぎ
に
仏
国
か
伊
国
生
糸

に
重
税
を
課

せ
し

に
よ
ウ
梢
や
活
気
あ
り
し
と
難
も
本
年

二
月
仏
国
既

に
之
を
全

廃
し
伊
国
亦
七
月
に
其
輸
出
税
を
全
廃
せ
り
然
ら
ば
則
ち
将
来

我
生
糸
も
亦
困
難

に
陥
ら
ざ
る
可
ら
ず
足
れ
本
員
等
が
輪
唱
税

全
廃
を
希
望
す
る
所
以
の
第
一
な
り

輸
出
税
は
外
国
物
産
を
保
護

奨
励
す
る
の
結
果
あ
る
を
以
て
全

廃
せ
ざ
る
べ
か
ら
.ず
我
邦
輸

出
税
の
制
あ
る
が
為
に
外
国
同

一

の
物
産
幾
何

の
保
護
を
憂
く

る
や
詳
細
な
る
統

計
を
得
べ
か
ら

ず
然
れ
ど
も
明
治
九
年
伊
国
養
蚕
不
利
に
し
て
我
邦
大
に
利
し

明
治

二
十

一
年
仏
国
伊
国
生
糸
に
重
税
を
課
し
而
し
て
我
邦
文

利
し
た
る
こ
と
を
見
れ
ば
我
生
産
者

の
困
難
は
則
ち
外
国
同

一

生
産
者
の
利
な
る
や
諭
を
俟
た
ず
又
釦

に
於
て
も
米

、
西
、
英
、

独
、
葡
等

の
無
税
国
あ
り
脊

へ
ば
同

一
の
商
売
店

を
並
べ
て
営

業
を
為
す

に
当
り

【
店
に
重
税
を
課
し

一
店
を
無
税

と
為
す
に

於

て
は
其
無
税
者

の
営
業
は
納
税
者
の
衰
凋
と
同

一
比
例

に
繁

栄
す
べ
き
こ
と
は
多
弁
を
要
せ
ざ
る
な
り
現
今
東
印
度
茶

及
シ

ベ
リ
ヤ
昆
布

の
増
殖
盛
な
る
こ
と
亦
以
て
証
と
為
す
べ
し
足
れ

第
八
十
五
巻

四
二
八

第
六
号

四
六

の

本
員
等
が
輸
出
税
全
廃
を
希
望
す
る
所
以
の
第
二
な
り
」

以
上
わ
た
く
し
は
、
輸

出
税
金
廃
運
動
を
推
進
し
た

二
つ
の
基
礎
的
要

因
を
考
察
し
て
き
た
。
零
細
的
規
模

の
マ
一=

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本
が
こ

の
運
動
に
結
集
し
5
る
た
め
に
は
、

一
方

に
お
い
て
外
国
貿
易

の
有
望
睦

が
そ
し
て
他
方

に
は
国
際

的
競
争
条
件
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
両
者
は
互

に
求
心
力
を
も
ち
、
そ
の
条
件

に
よ
っ
て
は
じ
め

て
田
口

卯
吉

の
論
理
が
指
導
性

を
発
揮

し
え
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
第
四
議
会
に
提
出
さ
れ
た
輸
出
金
廃
法
律
案

は
、
輸
…山
税
全

廃
同
盟
会
上
京
委
員
な
ら
び
に
在
京
同
志

の
熱
心
な
下
工
作
に
よ

っ
て
、

改
進
党
、
同
盟
倶
楽
都
、
国
民
協
会

、
芝
集
会
所
諸
派

の
賛
成
代
議
士
百

五
十
余
角
、
さ
ら
に
自
由
党
中

に
も

二
十
数
名

の
賛
成

を
う
る
こ
と
が
で

き
、
会
期
中

に
通
過
を
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
費
節
約
、
民
力
休
養

を
主
張
す
る
野
党
が
政
府

と
大
衝
突
を
生
じ
た
た
め
議
事
に
と
り
か
か
る

の

こ
と
が
で
き
ず
閉
会
と
な

ワ
た
。

か
く
し
て
輸
出
税
全
廃
運
動
は

一
時
挫
折

し
、
明
治

二
十
七
年

の
綿
糸

輸
出
税
撤
廃
を
実
.現
し
た
紡
績
資
本

に
よ

っ
て
最
終
的

に
敗
北
を
喫
す
る

の
で
あ
る
。

何
故
全
国
的
規
模
を
も

っ
た
輸
…口
税
撤
廃

運
動
は
成
功
し
な
か

っ
た
か
。

そ
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
、
輸
出
税
全
廃
同
盟
会

に
紡
績
資
本
が
参

加
し
て
い
な
い
事
実
、
そ
し
て
輸
出
税
全
廃
法
律
案

に
た
い
し
て
自
由
党

代
議
士
の
支
持
が
少
い
事
実
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
ろ

う
。
ま
ず
後
者

の
事
実
か
ら
考
察
し
て
い
く

こ
と
に
す
る
。



①

「
輸
出
税
全
廃
同
盟
会
主
意
書
」
、

東
京
経
済
雑
誌
第
六
五
〇
号

(明
治
二
十
五
年
十

【
月
)
。

②

東
京
経
済
雑
誌
第
六
五
五
号

(
明
治
二
十
五
年
十

二
月
)
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
報

じ
て
い
る
、

「輸
出
税
全
廃
に
賛
成

せ
る
各
地
方
実
業
団
体
は
、
商
業
会
議
所

を
初
め
四
百
四
十
五
団
体
に
し
て
、
其
実
況
左
の
如

し
、

東
京

商
業
会
議
所
、
商
工
相
談
会
、
茶
葉
組
合
中
央
会
議

所
。

⊥尽
都

実
業
協
ム
鳳
、
生
糸
業
団
体

(
五
)
、
茶
葉
組
△]
。

大
阪

商
業
会
議
所
、
生
糸
業
各
組
合
、
茶
業
組
合

神
奈
川

生
糸
業
各
社

(九
)
、
芥
菜
組
合

山 秋 宮 福 茨 群 手 長 埼 新 長 兵
形 田 城 島 城 馬 葉 埼 玉 潟 崎 庫

生
糸
業
各
社

(
二
)
、
芥
菜
組
合

茶
業
組
合

生
糸
業
各
組
合
、
茶
業
組
合

生
糸
業
各
社

(
二
)
、
芥
菜
組
合

兼
業
組
合

茶
業
組
合

生
糸
業
各
社

(
廿
四
)

生
糸
業
各
社

(
⊥八
一
)
、
本
小
業
組
AR

生
糸
業
各
社

生
糸
業
各
社

生
糸
業
者
祉

生
糸
業
各
社

(
十
五
)

明
治
前
期

に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

朽 島 島 福 佐 高 愛 徳 広 岡 奈 富 石 福 三 滋 愛 岐 静 山 長
木 摂 取 岡 賀 知 媛 島 島 由 良 山 川 井 重 賀 知 阜 岡 梨 野

北
海
道

第

八
十
五
巻

生
糸
業
各
社

(
百
三
十
九
)

生
糸
業
各
社

(
四
十
二
)

生

糸
業
各
社

(
八
)
、
茶
業
組
合

商

業
会
議
所
、
生
糸
業
各
社

(
七
十
七
)
茶
業
組
合

生
糸
轍来
春
帽仕

(
十
六
)
、
茶

菓
組
合

芥
菜
組
合

生
糸
業
各
社

(
三
)
、
茶
業
組
合

生
糸
業
各
社

(
四
)

金
沢
商
業
会
議
所
、
生
糸
業
各
社
、
茶

業
組
合

生
糸
業
各
社

(
八
)
、
茶
葉
組
AR

生
糸
業
各
社

(
二
)
、
茶
業
組
合

芥

菜
組
合

商
業
会
議

所
、
茶
業
組
合

茶
業
組
合

茶
葉
組
合
、
木
蝋
営
業
八

茶
業
組
合

芥
菜
組
合

博
多
商
業
会
議
所
、
茶
業
組
合

生
糸
業
各
社

(
一
.一)
、
芥
菜
組
合

生
糸
業
各
社
、
茶
業
組
合

生
糸
業
各
社

(
十

二
)

昆
布
会
社四

二
九
.

第
六
号

四
七



(5〕(4)(3)

明
治
前
期
に
お
げ
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

堀

江

英
…

『
明
治

維
新

の
社

会

構
造
』
、

一
八
O
I

一
八

一
ペ

ー
ジ
。

松

井

清
編

「
日
本

近
代
貿

易
史

』

榊弟

一
巻

、

六
四
-

六

七

ペ

ー
ジ

。

東

京
経

済
雑

誌

第

六
百

五
拾

五

号

(
明
治

二
十
五
年

十

【
.月
)
。

二

自
由
党
の
立
場

立
憲
自
由
党
を
中
核
と
し
改
進
党
、
同
肥
倶
楽
部
、
国
民
協
会
等

の
野

党
各
派
が
共
同
し
た

い
わ
ゆ
る
民
党
連
合
が
、
第

一
議
会

(
明
治
二
十
三

年
十

【
月
開
会
)
か
ら
第
四
議
会
明
治

二
十
六
年

三
月
閉
会
)
に
い
た
る

ま
で
、
責
任
内
閣
、
民
力
休
養
、
政
費
節
減
を
主
張
し
て
政
府

と
た
た
か

っ
た
こ
と
は
、
明
治
憲
政
史
上
に
お
い
て
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

民
力
休
養
と
い
う
場
合
、
そ
れ
.は
た
ん
に
地
租
軽
減

の
み
で
な
く
、
前

項

で
み
た
よ
う
に
地
方

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
凸
ア
資
本

の
負
担

と
な
っ
た
輸

出
税
全
廃
も
当
然
含

ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
由

党
の
変
節
ぱ
、
第

四

ラ

議
会

の
は
じ
め
に
輸

出
税
全
廃
問
題
に

つ
い
て
も
あ

ら
わ
れ

て
い
勧
。

「輸
出
税
廃
止
の
議
其
起
る
や
久
し
、
今
日
に
於

て
其
是
非

利
害

を
論

ず
る
、
殆
ん
ど
六
日
の
菖
蒲
、
十

[
の
菊
た
る
を
免
れ
ず

と
難
も
、
之
を

決

行
す
る
遅
速
緩
急

の
序

に
至
り
て
は
即
ち
説
あ
り
、
吾
人
は
固
よ
り
輸

出
税
廃
止
に
絶
対
の
反
対
を
な
す

に
あ
ら
ず
、
却
て
理
論
上
其
廃
止
せ
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
を
信
ぜ
り
、
要

は
唯
国
庫
財
源
の
豊
漱
如
何
を
顧
み
る

の

み
、
今
や
輸
出
税
廃

止
の
護
符

に
第
四
議
会

に
提
出
せ
ん
と
す
、
吾
人
は

縦
令

六
日

の
菖
蒲
、
十
日
の
菊
た
る
の
誹
を
招
ぐ
を
免
れ
ざ
る
も
、
為

に

一
言
を
弁

じ
て
意
見

の
あ
る
処
を
布
陣
せ
ざ
る
を
得

肺
」
。

第
八
十
五
巻

四
三
〇

第
六
号

四
八

か
か
る
論
弁
的
言
辞
を
弄
し
た
の
ち
、
輸
出
税
全
廃

に
つ
い
て
、
ま
ず

財
政
収

入
の
見
地
か
ら
、

つ
ぎ
に
工
業
立
国

の
方
針
と
称
す
る
も
の
に
し

た
が

っ
て
批
判
し
て
い
る
。

最
初

の
批
判
を
聞
こ
う
。

「明
治
廿
六
年
度

の
歳
入
予
算

に
拠
れ
ば
、
実

に
百
八
十

二
か
日
と
す
、

抑
も
百
八
十
二
万
円
の
歳
入
は
、
歳
計
上
に
於

て
多
額

の
減
少
に
あ
ら
ず

と
す
る
も
、
今
若

し
之
を
廃
止
廿
ば
、
必
ず
足
れ
が
為
め
に
歳
出
を
節
す

る
か
、
否
ら
ず
ん
ば
他
に
財
源
を
求

め
て
之
を
補
充
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

唯
徒
ら

に
理
論
に
拘
泥
し
て
、
緩
急
遅
速
の
如
何
を
問

は
ず
、
直
に
全
廃

せ
む
と
す
る
が
如
き
は
、
吾
人

の
甚
だ
与
み
せ
ざ

る
処
な
り
、
且
去

れ

一

歩
を
進
め
て
廃
止
す
べ
し
と
な
す
も
輸
出
税
を
全
廃
す
る
と
、
或

一
部

の

課
税
を
廃
止
す
る
と
は
、
臼
ら
其
間

に
別
な
き
能

は
ず

、
果

し
て
然

ら
ば

輸
出
税

の
廃
止
遂
に
決
行
す

る
能
陵
ざ
る
か
、
何
ぞ
夫
れ
然
ら
細
」

こ
れ
に
対
し
て
田
口
卯
吉

は
鋭
く
そ
の
矛
盾
を

つ
い
て
い
る
。

「余
輩
は
自
由
党
が
輸
出
税
全
廃

の
資
金
な
し
と
云
ふ
を
怪
し
む
、
夫

れ
現
今
自
由
党
が
主
張
す
る
所
を
以
て
せ
ば
、
政
費

の
節
減

は
蓋
し

一
千

万
円
以
上
に
よ
る
が
如
し
、
故
に
地
租
軽
減
地
価

修
正
三
論
を
行
ひ
た
る

後
と
難
も
尚

ほ
能
く
輸
出
税
を
廃
止
す

る
に
足
る
、
然
る
に
尚
ほ
財
源
な

の

し
と
云
ふ
は
何
ぞ
や
」
。

自
由
党
年
来
の
大
主
張
で
あ

っ
た
政
費
節
減
に
何
ら
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、

租
税
収
入
の
な
か
で
僅
か
の
比
率
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
関
税
収
入
に
対

し
て
輸
出
税
全
・廃
反
対
を
何
故

か
く
も
拘
泥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た



か
(
第
五
表
参
照
)
。

い
ま
明
治
十
五

年
を
基
準
と
し
て
、

米

の
生
産
高
推
移

を
み
る
と
、
明
治.

一十
二
年

一
〇
八
、

明
治
二
十
三
年

一

四
〇
、
明
治

二
十

四
年

一
二
四
、
明

治
二
十
五
年

=
二の

五
と
な

っ
て
い
る
。

第
六
表
の
示
す
よ

う
に
、
凶
作
の
影

響
を
受
け

て
騰
貴

し
た
明
治

二
十
三

年
を
除

い
て
米
価

は
下
落
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、

第5衷 租 税 収 入に しめ る地 租 お よ び

関 税 の 比重.

計%

87.2

合税%

4.9

開地 租%

82.3

次年

明治10年

67.73.863.915年

69.86,263.620年

63.67。256.425年

日 本 経 済 統 計 総 観P・P.63一 一66よ り作 成〔注 〕

第6表 米価騰貴 より生ず る地租 負担軽減割合表

総収 穫 に対 す
る地 租 の割 合

割
1.49

租地

溺

紹
.
肥

加

潭

却

肋

胆

鴻

沼

湖

鴻

辺

押

伍

細

細

1

1

1

1

ー

ユ

ー

1

1

/

1

1

1

0

0

0

0

円
m

m

⑳

加

加

加

加

⑳

加

加

⑳

加

加

⑳

⑳

加

加

⑳

10

/0

10

10

m

10

10

10

10

⑳

/0

10

10

10

10

10

10

10

1町 歩 の

総収灘代価

円
67.04

65.44

75.20

92.48

100.48

85.76

77.76

69.44

69.28

88,80

8工.28

75.36

69.92

88.96

130.46

109.76

112.00

113.28

全国平均
米.価

円
4.19

次年

加

澗

器

銘

溺

駕

滉

お

茄

偲

刀

忽

溺

而

溺

加

胆

4

4

【D

6

5

4

4

4

5

FD

4

4

5

8

6

7

7
.

地 租 改

正 の標 準

明 治10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

工7年

18年

19年

20年

2ユ年

22年

23年

24年

25年

26年

明
治

二
十

一
年
以
前
の
よ
う
な
低
い
水
準
に
お
い
て
で
は
な
い
。
そ
し
て

「
町
歩
当
り
の
地
租
負
担
率
も
明
治
二
十
三
年
以
降
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
自
由
党
は
、
民
力
休
養

の
旗
印

の
下
で
、
明
治
二
十
三
年

の
恐
慌
と
凶
作

と
が
相
互
に
重
な
り
合
う
な
か
で

「
無
食
無
銭
の
窮
民
」

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

を
う
み
だ
し
た
農
民
の
窮

乏
を
よ
そ
に
、
地
租
軽
減
を
優
先
さ
せ
る

の

〔注〕 貨 幣Vi度 調 査会報告,日 本金融史資料 第16巻P.772
た
め

に
輸
出
税
全
廃

に
反
対

の
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
半

封
建
的
地
主
層

の
利
益
を
代
弁

し
た
自
由
党

の
階
級
的
立
場
は
自
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
、

そ
し
て
田
口
卯
吉
が

い
み
じ
く
も
喝
破

し
た
よ
う
に
、
政
費

の
節
減
に
伺

第

八
十
五
巻

四
三

「

第

六
号

四
九



明
治
前
期

に
お
け

る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

等
ふ
れ
ず
輸
出
税
反
対
に
固
執
す
る
点

に
、
政
府

と
思
想
的
に
同
じ
方
向

に
む

か
っ
て
い
た
と
言

い
う
る
。

自
由
新
聞

の
批
判
に
も
ど
ろ
う
。

「
乞
ふ
更
に
輸
出
税
を
廃
す
べ
き
も
の
と
、
否
さ
る
者
と
の
類

を
分
ち

て
吾
人
の
意
見
を
明
に
せ
む
、
何

を
か
輸
出
税
を
廃
す
べ
き
性
質

の
物
。叩

と
言
ふ
や
、
曰
く

天
然
の
粗

品

(更

に
人

工
を
加

ふ
べ
か
ら
ざ
る
も

の
)

即
ち
茶
、
水
産
、
米
穀
等

の
類

金
製
口
m

絹
織
物

、
綿
織
物
等

の
類

但
し
水
産

の
如
き
重
に
支
那
人

の
手

に
て
輸
出
せ
ら
れ
直
輸
出
を
為

さ
ざ
る
物

は
直
輸
出
を
為
す

か
叉
は
直
輸
出
を
為
す
の
見
込
確
実

な

る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
廃
せ
ず

是
な
り
、
何
を
か
輸

出
税
を
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
性
質

の
物
品
と
言
ふ
や
、

曰
く天

然
の
物
産

(更

に
人

工
を
加

ふ
べ
き
も
の
)
生
銅
、
麻
皮
等

の
類

に

し
て
エ
業

の
原
料

た
る
も

の

半
製
品

生
糸
、
板
鋼

の
類

是
な
り
、
以
上
は
我
国
を
以
て
工
業
国

と
な
し
た
る
大
体

の
方
針
と
す
、

蓋
し
天
然

の
粗
品
に
至
り
て
は
、
如
何

に
人

工
を
加

へ
む

と
す
る
も
、
更

ら
に
加
ふ
る
に
由
な
き
を
以
て
、
之
が
輸
出
税
を
廃
す
る
も
.⊥
業
上

の
利

害

に
関
す

る
こ
と
稀

れ
な
り
、
文
金
製

品
に
至
り
て
は
既
に
加
工
せ
し
を

以
て
之
を
廃
せ
ば
、
大
に
工
業
上
の
発
達
を
動
く
る
の
利
あ
り
、
是

に
反

第
八
十
五
巻

四
三
二

第
六
号

五
〇

し
て
天
然

の
物
産
及
び
半
製
品

の
如
き
は
、
尚
ほ
人
工
を
加
ふ
べ
ぎ
も

の

た
る
に
拘
ら
ず
、
唯
共
原
料
若
く
は
些

の
工
を
加

へ
た
る
物
品
を
無
税

に

て
輸
出
す
る
こ
と
と
せ
ば
、
為

め
に
工
業
発
達
上
に
及
ぼ
す
処

の
影
響
は

頗
ぶ
る
大
な

る
も
の
あ
ら
む
と
す
、
輸
出
税
廃
止
を
唱
道
す
る
の
論
者
、

乞

ふ
.三
思
せ
よ
。

論
者
或
は
離

せ
む
[曰
く
、
茶

の
和
ぎ
は
吾
子
既
に
輸
出
税
を
廃
す
べ
き
性

質

の
物
品

と
な
す
、
而
か
も
尚
ほ
之
を
敢

て
す
る
は
何

の
意
そ
や
、
生
糸

の
如
き
は
縦
令
半
製

品
と
す
る
も
、
輸
出
[叩
中
の
最
上
位
に
居
れ
り
、
措

て
顧
み
ざ
る
果
し
て
何
の
意
そ
や
と
、
吾
人

は
之

に
答

へ
ん
と
す
、
論
者

の
言
は
間
よ
り
真
理
な
き

に
非
ず
と
錐
も
、
今
日
R
本
製
茶

の
売
行
悪

し

き
如
き

は
、
其
価
格

の
高
き
が
為

に
非
ず
し
て
、
寧
ろ
其
粗
製
濫
造

の
為

め
な
れ
ば
、
輸
出
税

を
廃
す
る
よ
り
も
先
づ
是
が
改
良

に
着
手
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
、
殊
に
紅
茶
製
造
の
和
ぎ
.は
未

だ
充
分
我
邦
に
行
れ
ざ
る
を
以
て
、

却
て
此
等

の
事
を
謀
る
が
為
に
力
を
川
ゆ
る
を
得
策
と
な
す
、
叉
生
糸

の

枷
ぎ
は
半
製
品
に
し
て
之
を
全
製
品

と
な
し
、
外
国
に
輸
出
す
べ
き

も
、

稽
製
造

の
業

に
し
て
急
に
我
国
に
起
り
難
き
の
情
あ
り
と
せ
ば
姑
ら
く
生

糸
の
儘

に
輸
出
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
而

し
て
我
国

の
生
糸
は
真
価

の
高
き

が
為
に
、
外
国
市
場
に
勝
を
制
す
る
能
ば
ざ
る
に
非
ら
ず
、
全
く
質

の
粗

な
る
が
為
め
な
り
、
然
ら
ば
則
ち
輸
出
税
を
全
廃
す
る
よ
り
も
寧
ろ
製
糸

の
改
良

に
カ
ウ
用

ひ
、
販
路
の
拡
張

は
直
輪
唱

の
方
向

に
力
を
用
ゆ

る
を

得
策
と
す
、
是
吾
人
が
茶
若
く
ば
生

糸
の
如
き
重
要
物
産

に
対
し
て
、
輸

出
税

の
全
廃

を
敢

て
せ
ざ
る
所
以
な
り
、
山豆
に
故
ら
に
好

み
て
反
対
す
る



「

薪
な
ら
む
や
、
昔
人

の
輸

出
税
全
廃

に
於
け
る
意
見
は
実
に
斯
く

の
如
し
、

然
れ
ど
も
若

し
是
を
以

て
急
中
の
急

と
す
る

の
論
者
あ
ら
ば
、
請
ふ
先

つ

如
何
に
し
て
国
庫
の
財
源

を
充
実
す
べ
き
や
を
窮
め
.た
る
後
、
宜
し
く
個

の
問
題
を
提
出

せ
よ
、
故
に
吾
人

の
輸
出
税
廃
止
の
.議
に
於
け
る
素
よ
り

絶
対
的
に
反
対
す
る
に
非
ざ
る
も
、
之

に
代

ふ
べ
き
国
庫
の
財
源
を
君
田

に
固
し
む
を
以
て
、
直
に
是
を
本
年

の
議
会

に
決
行
す
る
の

一
事
に
至
り

て
は
、
吾
人

の
諏
く
同
意
を
表

し
難

し
と
す

る
所
以
な
り
、
論
者
幸
に
吾

人
を
目
L
て
徒
ら
に
非
輸
出
税
廃
止
論
を
囂

々
す
る
も

の
と
誤
認
す
る
勿

り
れ
。
」

工
業
立
国

の
方
針

に
も

と
つ
く
と
称
す
る
自
由
新
聞

の
以
上

の
論
旨
に

た
い
し
て
、
田
口
卯
吉
は
痛
撃

を
加
え
て
い
る
。

「去
れ
自
由
記
者
は
前

に
は
半
製
品

の
輸
出
を
希
望

せ
ず
し
て
、
生
糸

を
以
て
輸
出
税
を
課
す
べ
ぎ
も
の
の
部
類
に
加
た
る
に
あ
ら
ず
や
、
然
る

.

に
此
章

に
於
て
は
生
糸

の
輸
出
を
奨
励
す
る
の
論
者
と
な
り
、
其
品
質
を

改
良

し
其
直
輸
出
を
保
護

せ
ん
と
ま
で
明
言
せ
り
、
嗚

呼
前
に
半
製
品
を

輸
出
す

べ
か
ら
ず
、
全
製
品
と
し
て
輸
出
す

べ
し
と
論
じ
た
る
自
由
記
者

は
直
に
愛
し
て
半
製
品

の
品
質
を
改
良

し
其

の
直
輸
出
に
力
を
用
ひ
て
販

路
を
拡
張
す

べ
し
と
云
ふ
に
至
れ
り
、
実
に
前
後
撞
着

に
し
て
共

の
主
意

の

果
し
て
何
を
言
ふ
乎
、
余
輩
更

に
其

の
意
を
解
す
る
能
は
ざ
る
な
り
」
。

自
由
新
聞

の
論
理
に
み
ら
れ
る
前
後
撞
着

は
、
い
っ
た
い
何

に
帰
因
し

て
い
る
か
。
そ
れ
は
た
ん
に
発
想
法

の
問
題

で
は
な
か

っ
た
。

「
我
国
を

以
て
工
業
国
と
な
し
た
る
大
体

の
方
針
」
は
、
輸
出
税

全
・廃
反
対

の
[
実

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
折
し
も
最
初
の
恐
慌

に
直
面
し

た
紡
績
資
本
が
そ

の
打
開
策
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
綿
糸
輸
出

・
棉

花
輸
入
関
税

の
撤
廃
で
あ

っ
た
。
す
で
に
、
自
由
党
を
代
弁
者
と
す
る
そ

の
議
会
工
作

は
進
め
ら
れ
て
い
た
。
紡
績

資
本
が

「綿
糸
輸
出
関
税
免
除

請
願
」
を
提
出
し
た
の
は
明
治

二
十

四
年

一
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
棉
花
輸
入
関
税
撤
廃

に
つ
い
て
は
、
第

四
議
会

に
お
い
て
貴
族
院

の
握

り
潰
し
に
あ

っ
た
け
れ

ど
も
、
賛
成
者

一
〇
七
名
、
反
対
者
九
七
名

の
差

の

を
以

て
衆

議

院
を

通
過

し
て

い
る

の

で
あ

る
。

こ
れ

を
も

っ
て
み

る
な

ら

ば

、
綿

糸
輸

出

に
言

及

し
な

い

「我

国

を

以
て

工
業

国

と
な

し
た

る
大
体

の
方

針

」
が

い
か

に
欺

瞞

に
満

ち

た
も

の

で
あ

る

か
自

明

の
理

で
あ

ろ

う

。

ω

田

口
卯
吉

は

、

「
我

が
経

済
雑

誌

が
始

め

て
輸

出
税

全
廃

論
を

唱

ふ
る

に
当

り
、
最

初
に
之

に
賛
成

し

た
り

し
も

の
は
自

由
党

の
機

関

た

る
自

由

新
聞

な

り
き
」

と
烈

し
く
非

難

し

て

い
る

(
「自

由
新

聞

の
輸
川出

概
論

を
華肌
む
」
、

帝銀
{尽
経
腸済

聯邦
孔帥
位
至
ハ
五

=
…口写
、

明

治

二
十

五
年
十

二
月
十

日
)
。

②

「輸

出
税

廃

止

を
論
ず

」
、
白

山
新

聞
明

治

二
十

五
年

十

二
月

四
日

号

。

の

「輸

出
税

廃

止

を
論
ず

」
、
前

同

紙
。

H臼

「自

由
新

聞

の
輸

出
概

論
を
読

む
」
、
前

同
誌

.

朝
日

新
…剛
社
編

『
日
本

経

済
統

計

総
観
』

七
〇

ニ

ペ
ー
ジ

。

㈲

井
上

清

『
条
約

改

正
』
、

二
〇

〇

ペ

ー
ジ
。

大
島

渚

「
日

本
恐

慌

㈲

史

論
』

上

、
六
〇

ペ
ー

ジ
。

第

八
十
五
巻

四
三
三

第
六
号

五

一



⊂9)(8)(7)
月

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

「輸
出
税
廃
止
.を
論
ず
」
、
前
掲
紙
。

「自
由
新
聞

の
輸
出
税
論
を
読
む
」
、
前
掲
誌
。

大
日
本
綿
糸
紡
績
同
業
連
合
会
報
告
第
六
号
、
明
治
二
十
六
年
二

三

綿
糸
輸
出
関
税
撤
廃
の
実
現

明
治

二
十
年
代
に
入

っ
て
か
ら
大
阪
紡
績
会
社
を
そ

の
典
型

と
す

る
紡

績
資
本

の
躍
進

は
、
運
転
錘
.数

に
お
い
て
明
治

二
十

一
年
十
二
月

の

一
〇

四
、
六
三
八
錘

よ
り
同
二
十
三
年
十
二
月
の
二
四
七
、
六

一
二
鍾
と
飛
躍

D

的
な
増
加
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
.
か
か
る
紡
績
資
本

の
生
産
力

の
飛
躍

的
な
発
展
は
、
他
の
産
業
部
門
を
は
る
か
に
追

い
ぬ
き
、
狭
隘
な
国
内
市

場
と
衝
突
す

る
に
い
た

っ
た
。
第
七
表
の
示
す
よ
う
に
、
綿
糸
の
最

終
的

購
買
部
門
は
と
5
て
い
綿
糸
生
産
力

の
急
速
な
発
展
に
追

い
つ
く

こ
と
が

で
ぎ
な

か
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
の
恐
慌
は
、
か
か
る
不
均
等
発
展
を
基

本
的
要

因
と
し
て
発
現
し
た
の
で
あ
る
。

紡
績
資
本

は
、
半
封
建
的
地
主
階
級
と
零
細
農
民
の
存
在
が
規
定
す
る

国
内
市

場
の
狭
隘
性
を
打
破
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
危
機

の
突
破

口
を
見

出
そ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
国
内
市
場
よ
り
も
国
外
市
場
を
開
拓

す
る
こ
と
が
紡
績
資
本
の
関
心
事
で
あ

う
た
。

「今
本
邦
紡
績
事
業
急
激
増
加

ノ
結
果
ト
外
国
綿
糸

ノ
輸
入
1・
相
待

チ

テ
其
度

ヲ
失

シ
綿
物

ノ
供
給
遙

二
其
需
用

二
超
過

シ
遂

二
販
路
ノ
壅

塞
ヲ

告
ケ
夥
多
ノ
綿
糸
各
社
ノ
庫
中

二
堆
積

ス
ル
ニ
至

ル
モ
亦
止

ム
ヲ
得

サ
ル

第

八
十

五
巻

四
一二
四

第

六
口万

五

一

綿 糸茶

生 産 高 指 数第7表

29

100

308

424

872

ユ309
,

100

128

13ユ

125

125

生 糸

63

10Q

167

150

170

187

繭小麦大 麦米次年

70

100

9/

89

89

88

71

1QO

工20

127

129

95

83

100

122

119

121

91

87

100

⊥30

126

108

ユ40
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明治
10年

15年

20年

21年

22隼

23年

〔注 〕

ノ
情
勢
ナ
リ
今
試

二
本
邦
綿

布

ノ
需
用
高

ヲ
案

ス
ル
ニ
人

口
四
千
万
人
此
内
五
百
万

ハ

.

乎
撚

糸
ヲ
以
テ
其
需
用

一一
供

ス
ル
モ
ノ
ト
シ
差
引
三
千
五

百
万
人
壱
人
弐
対
度
半

ノ
綿

布

ヲ
要
ス
ト
セ

ハ
甘
公
方回
無
慮

八
千
七
百
五
拾
万
斤

ニ
シ
テ

之
ヲ
綿
㎜糸
俵
数

二
改
算

ス
ル

ト
キ

ハ
弐
拾
壱
万
八
千
七
百

五
拾
俵

二
相
当

ス
是

レ
本
邦

人
壱
ケ
年

ノ
消
費
高

ト
ス
之

二
対

ス
ル
現
在
将
来

ノ
供
給

百

八
左
ノ
如

シ

(竺
糸
輸
入
高
(地

奪

堺
)

六
万
三
百
八
拾
八

俵英
米

同

〔
同
上
)

五
万
弐
千
四
百
拾
六
俵
余

金
巾
類
綿
織
物
同

(
同
上
)

四
万
三
千
俵

皐
犠
渤
謹
聴
肛
強
難
蕪
親
船
馬
)

本
邦
舫
繋

(塁

誕

塑

暁

)九
万
八
千
=一頁

棉

俵



手
探
条

(
計
算
外

二
置

ク
)

計
弐
拾
五
万
四
千
百
八
拾
八
俵
余

然
ル

二
本
郭

勤
績
業
新
設
増
設
全
機
運
転

ノ
期

二
至
ラ

バ
其
鍾
数
一一.拾

八

万
本

二
達

シ
壱
本

一
昼
夜
八
拾
匁

ノ
製
額
ト
ス
ル
モ
壱

ケ
年
尚

廿
万
歳
前

後

二
連

ス
ル
難
キ

ニ
非

ス
然

ル
時

ハ
　劃
記
需
用

ノ
全
額

二
超
過
ス
ル
事
実

二
拾

三
万
俵

前
後

ニ
シ
テ
供
給
己

二
共
度

ヲ
失

ス
前
途

ノ
困
難
想

フ
ヘ
シ

況

や

一
朝
商
況
不
振

三
際

セ

ハ
営
業

ノ
困
難
実

二
名
状

ス
ヘ
カ
ラ
ス
現
今

紡
績
業

ノ
困
難

ハ
恰

モ
前
途
ノ
予
徴

タ
ル
モ
ノ
ノ
如

シ
故

二
該
業
目
下

ノ

助
.

急
務

ハ
本
邦
綿
糸
外
国
輪
販

ノ
拡
張

ヲ
謀

ル
ニ
可
有
之
事
ト
奉
存
候
」
。

明
治
二
十

四
年

一
月

二
十
二
目
に
大
日
本
紡
績
連
A
[
会
埋
京
岡
田
令
高

の
提
出
し
た

「
綿
糸
輸
出
関
税
免
除
願
」
ば
、
か
く
外
国
市
場
開
拓

の
必

要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

紡

績
資
本
が
有
望
な
輸
出
市
場
と
目
し
た
の
は
、

「
既
往
十
年
間

二
九

ソ
四
倍

ノ
増
加

ヲ
致

セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
増
加

ノ
急
進

ナ
ル
実
一
一
驚
ク

ヘ

キ
義

二
有
之
由
是
観
之
清
国

二
向

ヒ
本
邦
綿
糸

ノ
新
販
路
ヲ
求

ム
ル
ハ
現

今
将

来
本
邦
紡
績
業
者

ノ
当

二
勉

ム

ヘ
キ
事

ニ
シ
テ
得
失
相
償

フ
ヲ
得

レ

ハ
永

ク
本
邦
輸
出
品
ノ

ー
ト
相
成
本
邦
紡
績
業

ノ
基
礎

モ
髪

三
胎

メ
テ
相

の

定

マ
リ
叫
申

卜
奉
拝
候
」
と
述

べ
た
清
国
そ
し
て
朝
鮮
で
あ

っ
た
。

清
国
市
場
に
お
い
て
販
売
を
実
現
す
る
に
は
、
競
争

相
手
で
あ
る
英
国

お
よ

び
印
度
綿
糸
を
打
負
か
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
紡
績
資
本

は
清
国
相
場

を
綿
密
に
調
査
し
、
費
用
引
下
げ
を

は
か
る
た
め
に
輸
出
税
廃
止
を
強
く

㊨

希
望

し
て
い
る
。
か
か
る
紡
績
資
本

の
主
張
は
、
先
進
国
に
独
占

さ
れ
た

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
浄

市
場
に
相
対
的
に
劣

っ
た
技
術
水
準
を
も

っ
て
割
り
込
ん
で
い
く
た
め
に

は
、
僅
か
従
価
五
分

の
輸
出
税
す
ら
も
重
ぎ
負
担
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。

他
方
明
治
二
十
四
年
八
月

に
は
、

「
大
阪
紡
績
会
社
に
て
左
二
十
手

五

梱

を
去
る
三
十
日
神

戸
出
帆

の
尾
張
丸
に
積
込
み
厦
門
日
本
郵
船
会
社
代

理
店
ピ
ー
タ
ー
セ
ン
商
社

へ
向
け
輸
出

せ
し
が
之
れ
ぞ
内
国
産

の
綿
糸
を

の

同
地

へ
輸
出
せ
し
嚆
矢

と
す
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
海
外
輸
出

が
開
始
さ
れ
て
綿
糸
輸
出
関
税

の
廃
止
は
紡
績
資
本
に
と

っ
て
焦
眉

の
急

と
な

っ
た
。
同
年
十

一
月
二
十
六
日
に
は
大
日
本
紡

績
連
合
会
は
そ
の
臨

時
連
合
会
を
帝
国
ホ
テ
ル
に
お

い
て
開
催
し
、
請
題
運
動
を
さ
ら
に
活

綴

化
す
る
た

め
の
議
決
を
お
こ
な

っ
て
い
る
.

こ
の
よ
う
に
紡
績
資
本
は
そ
の
カ
ル
テ
ル
組
織
-

大
日
本
紡
績
連
合

会
一

に
よ
り

つ
つ
輸

出
税
全
廃
運
動
と
別
個

に
独
自
の
綿
糸
輸
出
税
運

動
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
明
治

二
十
七
年
七
月

一
日
を
も

っ
て
そ

の
廃

止
を
実
現
し
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
輸

出
税
全
廃

運
動

の
指
導
者
田

口
は
、

つ
ぎ

の
よ
う

に
批
判
し
て
い
る
。

「
政
府

の
提
出
に
係

る
綿
糸
輸

出
税
免
除
法
律
案

は
去
月
十

二
日
衆
議

院
を
、
同
寸
四
日
貴
族
院
を
通
過

し
、
而

し
て
翌
廿
五
日

天
皇
陛
下

の

御
裁
可
を
得
、
法
律
第

四
号
を
以

て
発
布

せ
ら
れ
た
り
、
即
ち
左
の
如

し
、

外

国
に
輸
出
す
る
綿
糸
は
明
治
十
七
年
七
月

一
日
よ
り
海
関
税
を
免
除

す

第

八
十

五
巻

四
三
五

第

六
号

五
三



明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃

論
争

余
輩

は
綿
糸
輸
出
出
税

の
免
除

せ
ら
れ
た
る
こ
と
を
祝
せ
ず
ん
ぽ
あ
ら
ず
、

何
と
な
れ
ば
足
れ
余
輩

の
多
年
主
張
せ
る
輸
出
税
全
廃
論
の

一
部
分
が
行

ば
れ
た
る
も

の
な
れ
ば
な
り
、
黙
り
と
難
も
余
輩
は
特

に
綿
糸

の
輸
出
税

わ

の
み
を
免
除
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
理
由
あ
る
を
見
ず
」
。

田
口
卯
士
]
は
反
対
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
三
井
物
産
会
社
社
員

端
善
次
郎
氏

の

「
清
国
綿
糸
貿
易
実
況
報
告
書
」
に
よ
り
つ
つ
綿
糸
輸
出

税
廃

止
の
効
果
を
論
じ

て
い
る
、

「
同
報
告

に
拠
れ
ば
什

一
年
以
降
印
度
綿
糸

の
清
国
上
海

へ
の
総
輸
入

高

は
左
の
如

し
、

廿

一
年

一
六
六
、
九
四
六
担

廿

二
年

一
=

一
、
五
九
八

十
三
年
十

一
月
迄

三
二
三
、

一
七
五

印
度
綿
糸

の
輸
入
は
斯
く
逐
年
増
加
せ
る
に
、
英
.国
綿
糸

の
輸
入
は
之

に

反
し
て
減
少

せ
り
、
即
ち
左
の
如
し
、
但
し
十
三
年

に
於
い
稍

々
生
色
あ

り
し
は
同
年
為
替
相
場

の
非
常

に
騰
貴
し
た
る
為
な

る
べ
し
、

廿

一
年

六
二
、
七

二

一
担

廿
二
年

二
』ハ
、
二

一
五

十
ぞ
年
九
月
迄

三
七
、

一
五
七

斯
く
英
国
綿
糸
の
輸
入
は
減
少
し
、
印
度
綿
糸
の
輸

入
増
加
せ
る
原
因
は

一
に
し
て
足
ら
ず

と
錐
も
、
要
す
る
に
銀
価
下
落

の
結
果

に
し
て
、
銀
貨

国
た
る
支
那
人
は
金
貨
国
な
る
英
国
綿
糸
を
購
買
す
る
よ
り
は
、
同
く
銀

貨
国
た
る
印
度
綿

糸
を
購
買
す
る
方
利
益
な
る
を
以
て
な
り
、
故
に
此

の

第

八
十

五
巻

四

一二
六

第
六
号

五
四

点
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
印
度
が
銀
貨

の
自
由
鋳
造
を
廃
止
せ
る
今
日
に
於

て
は
、
支
那
人
等
は
印
度
綿
糸
を
購
求
す
る
よ
り
は
我
が
綿
糸
を
購
買
す

る
を
以
て
利
益
と
す
べ
き
な
り
、
況
や
我
が
綿
糸
の
工
費
は
英

一
斤
に
付

二
十
手

に
て
平
均
四
銭
五
厘
な
り
と
難
も
、
印
度
綿
糸
の
工
費

は
六
銭

五

厘

八
毛
七
糸
に
し
て
、
我
よ
り
遙

に
高
貴
な
を

に
於

て
を
や
、
然
ら
ば
則

ち
輸
出
税
あ
り
と
難
も
、
何
ぞ
我
が
綿
糸
が
支
那
に
輸
出
せ
ら
れ
ざ
る

の

埋
あ
ら
ん
や
、
否
年

々
多
少

の
輸
出
あ

る
こ
と
は
外

国
貿
易
表
を
見
る
を

要
せ
ず
し
て
明
か
な
り
、
之
を
要
す
る
に
我
が
綿
糸

の
未
だ
外
国
に
向
ひ

て
輸
出
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
は
、
内
地
の
需
要
を
満

た
す
に
急

に
し
て
、
未

だ
外
国
に
輸
出
す
る
程
巨
額

の
産
出
な
き
が
為
め
ホ
、
故

に
今
回
綿
糸

の

輸
出
税
を
免
除
し
た
る
は
、
綿
糸

の
輸
出
を
奨
励
す
る
積
極
策

に
し
て
、

夫

の
生
糸
製
茶
釦
及
び
昆
布
等
の
如
く
、
外
国

の
激
烈
な
る
競
争

に
苦

し

め
る
も
の
を
救
済
す

る
為
め
に
輸
出
税

を
免
除

せ
ん
と
す
る
消
極
策

と
は
、

共

の
緩
急

日
を
同
う
し
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
余
輩
ば
輸
出
税

の
有

害

に
し
て
理
由
な
き
こ
と
を
信
じ
、
熱
心
に
其

の
全
廃
を
主
張
す
る
も

の

た
る
を
以
て
区

々
緩
急
を
論
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
錐
も

、
今
日
に
於

て
.

特
に
綿
糸

の
輸
出
税
を
免
除
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
の
理
由
あ
る
を
知
ら
ざ

の

る
な
り
」
。

田
口
卯
古
の
批
判
は
、
印
度
綿
糸
と
日
本
綿

糸
と
の
工
費
比
較

に
の
み

も
と
づ

い
て
い
る
が
、
生
産
費
は
そ
の
原
料
費

部
分
が
重
要
な
る
要
素
を

し
め
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に

(
本
.狽
注
4
参
照
)
、

日
本
綿
糸
は
た
と

え
工
費
が
相
対
的
に
低
廉

で
あ

っ
て
も
原
料
費

の
高
価
に
よ
っ
て
相
殺
さ



i

れ
、
競
争
上
の
優
位
は
失
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
輸
出
関
税

は
競
争
上

の
優
劣
を
法
定
す
る
重
要
な
要
因

と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点

に
お
い
て
、

田

口
卿
吉

は
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
田
口
卯
吉

の
指
摘
す
る
よ
5
に
、
綿
糸
輸
出
税

の
撤
廃

は
綿

糸
輸
出
奨
励

の
積
極
策
で
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
明
治
十

年
代
に
お
け
る
政
府

の
保
護
奨
励
を
経

て
よ
う
や
く

発
展
の
軌
描
に
の
っ

た
近
代
紡
績
業
を
恐
慌

の
行
ぎ
詰
り
の
ま
ま
で
放
置

す
る
な
ら
ば
、
近
代

化

の
推
進

は
と
5
て

い
不
可
能
で
あ

っ
た
.
本
質
的

に
絶
対
主
義
の
性
格

を
有
す
る
明
治
政
府

は
、
半
封
建
的
土
地
所
有
の
廃

絶
-

国
内
市
場
拡

大

の
方
向

に
よ

っ
て
そ
の
行
詰
り
を
打
開
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
権

力

の

}
方

の
支
柱
を
失
う
こ
と
を
意
味

し
た
か
ら
。
む
し
ろ
、
明
治
政
府

は
、
国
外
市
場
の
開
拓
に
よ
っ
て
、
矛
盾
を
回
避

す
る
道
を
選
ん
だ

の
で

あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
生
産
関
係
に
眼
を
お
お

っ
た
田
中
卯
吉

の
ふ
れ

え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

不
均
等
発
展
の
結
果
急
速

に
成
長
し
た
紡
績
資
本
に
の
み
保
護
を
与
・見

る
こ
と
が
政
府
に
と
っ
て
急
務

で
あ

っ
た
。
そ

の
結
果
、

田
口
卯
吉

の
念

願
し
た
輸

出
税
全
廃

は
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
明
治
政
府

が
輸
出

マ
一=

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本
を
犠
牲

に
し
て
紡
績
資
本
保
護

の
道

を
選
ん
だ
こ
と
を
一息
床
し
た
。

ω

「
綿
糸
輸
出
関
税
免
除
請
願
」
連
合
紡
績
月
報
第

二
十

}
号

(
明

治

二
十

四
年

一
月
)
。

の

「綿
糸
輸
出
関
税
免
除
請
熈
」
、
前

同
誌
同
号
。

明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

㈹

「綿
糸
輸
出
関
税
免
除
請
願
」
、
前
同
誌
同
号
。

㈲

「
而

シ
テ
清
国
現
今

ノ
市
況

二
依

ル
ニ
左
ノ
如
キ
計
算

轟
相
成

「
上
海
銀
六
拾

両

但
本
邦
綿
糸
十
六
手

ヨ
リ
廿
手
迄
平
均
封
度
四
百
入
壱
梱
上
海

　=
ア
売
却
代
価

内上
海
諸
掛

一
上
海
銀
弐
両
三
匁

四
分

輸

入
税

但
壱
担

二
村
海
関
銀
七
匁
海
関
銀

百
両

三
付
上
海
銀
百
拾
壱
両
四
匁

ノ
割

一
同

三
分
.

一
同

九
分

一
同
五

分

一
同
三

分

一
同
九

分

鵬
頭
税

蔵
敷
料
壱

ケ
月

火
災
保
険
料

仲
買
口
銭
千
分

ノ
五

士%
捌
手
数
個科
、
百
分

ノ
一
五

小
計
上
海
銀
三
両
七
匁
壱
分

差
引
残
上
海
銀
五
拾
六
両
弐
匁
九
分

此
洋
銀
七
拾

七
弗
拾
仙
九
厘

但
洋
銀
相
場

百
弗

=
付

上
海
銀
七
拾

三
両
替

ノ
見
込

内
地
諸
掛

一
洋
銀
壱
弗
拾
仙

荷
造
費
但
麻
布
包
鉄
輪
入

一
同
五
拾
仙

製
造
所

ヨ
リ
本
船
迄
艀
賃

第

八
十
五
巻

四
三
七

第
六
号

五
五



明
治
前
期
に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

一
同
三
弗
五
拾
仙

一
同
壱
弗
拾
弐
仙

「
同
弐
拾
六
仙
七
厘

計
六
弗
四
拾

八
仙

七
厘

輸
出
税

但
元
価
七
拾
弗
ノ
見
込
百
分
ノ
五

船
賃但

壱
梱

=
付
拾
穴
立
方
尺

ト
シ
四
拾

立
方
尺
壱
噸

二
付
洋
銀
弐
弗

八
拾
仙

ノ
割

海
上
保
険
料

差
引
残
洋
銀
七
拾
弗
六
拾
弐
仙
弐
厘

右
計
算

ノ
如
ク
金
七
拾
弗
六
拾
弐
仙
弐
厘
ノ
手
取

ト
ナ
ル
然
ル

ニ
現

今
内
地

ノ
販
売
相
場

ハ
七
拾
三
弗
内
外

ニ
シ
テ
清
国
輸
販

ノ
方
紡
績

者

ノ
利
益
少
シ
若

シ
輸
出
海
関
税

ノ
免
除
ヲ
得
レ

ハ
七
拾
四
弗
拾
弐

仙

弐
厘
ノ
手
取
ト
ナ
ル
見
込

(
「綜
糸
輸
出
関
税
免
除
請

願
」
、
前
同
誌
同
号
)

つ
ぎ
に
明
治
二
十
七
年
五
月
に
お
け
る
田
印
綿
糸
価
格

の
国
際
比
較

を
み
よ
う
。

「
今
当
時

(
十
七
年

五
月
)
某
実
業
家
か
上
海
に
於

て
調
査
し
た
る

日
孟
両
系
十
六
乎
の
原
価
を
比
較

し
た
る
も
の
を
渇
く
れ
は
左
の
如

し
。

内
国
製
糸

一
梱

孟
買
製
糸

一
梱

平

均

価

格

平

均

価

格

円

田

原
綿
代
価
六
五
、
二
五
〇

五
九
、
四

　
四

第
八
十
五
巻

四
三
八

第
六
号

五
六

普
通

工

費

九
、

特
計

工

費

○

、

計

七

五
、

内

地
諸

掛

五
、

上
海
諸

掛

五
、

合

計
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四 五:四 五
九 四 二 二
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八

七

、

(
「
大

日
本
紡

績

連
合

会

沿
革
史

」

㈹

、

治

三
十

六
年

七
月

)

㈲

日
本

紡

績

月
報

二
号

(明

治

二
十

四
年

八
月
)
。

⑥

松
井

濡旧

『
日
本

留
ハ日勿
論
…』
、

六

二
ペ

ー
ジ

。

⑦

「
綿

糸
輸

出
税

の
免
除

」
、

東

京
経

済

雑

誌
第

七

二
八
号

二
十

七
年

六
月

二

日
)
。

⑧

「
綿

糸

輸
出

税

の
免

除
」
、
前

同
誌
同

号

。

四

結

孟
H口

四
九

四

」

筋

違

月
報

=

二
】
号
、

明

(
明
治

以
上
わ
た
く
し
は
、
輸

出
税
全
廃
運
動
と
綿
糸
輸
出
関
税
徹
廃

運
動
の

両
側
面
か
ら
後
者

の
勝
利
に
い
た
る
過
程
を
分
析
し
、
論
争

の
客
観
的
意

義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
.

第
四
議
会

の
当
初
輸

出
税
全
廃
論
に
反
対
し
た
自
由
党
の
立
場
が
地
主

階
級
の
利
害
を
代
弁
し
政
府
に

つ
ら
な
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
ま
ず
わ

1
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た
く
し

は
強
調
し
た
。
つ
ぎ

に
わ
た
く
し
は
、
そ

の
地
主

階
級
を
権
力

の
支
柱
と
す

る

明
治
政
府
が
何
故
紡
績
資
本

に
の
み
輸
出
関
税
撤
廃

の
保

護
を
与
え
た
か
の
問
題
を
究

明
し
た
。

本
質
的
に
絶
対
主
義
権

力

で
あ
る
明
治
政
府

が
そ

の
性

格
を
維
持
し

つ
つ
資
本
主
義

の
不
均
等
発
展

に
対
応
し
て

ブ

ル
ジ

鼠
ア
的
発
展
を
と
げ

た
点
を

貿
易
政
策

の
側
面
に

お
い
て
看
取
す
べ
ぎ
で
あ

ろ

う
。
政
府

の
保
護

の
も
と
に

矛
盾

の
回
避
を
国
外
市
場
に

求
め
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
若

き
産
業
資
本

は
そ

の
再
生
産

軌
道
に
国
外
市
場
ウ
定
置

し

明
治
三
十
年
代

の
綿
織
業

の
発
展

ハ、
続
く
産
業
革
命

を
達
成

し
て
い
っ
た
。

か
か
る
産
業
革
命
の
進
展
に
と
も
な
い
、
輸
出
商
品
の
構
成

に
お
い
て
⊥

業
製
品
の
占
め
る
比
率
が
支
配
的
と
な
り
、
土
産
的

・
手

工
業

的
性
格
が

明
治
前
期

に
お
け
る
輸
出
関
税
撤
廃
論
争

払
拭
さ
れ
た
後

に
は
じ
め
て
田

口
卯
吉

の
念
願
し
た
輸
出
税
全
廃
が
実
現

さ
れ
た

(
第
八
表
参
照
)
。

そ

の
時
は
明
治
三
十

二
年
。

日
本

の
金
融
的

独
立

の
指
標
た
る
金
本
位
制
確
立
の
二
年

の
後
、
そ
し
て
民
族

の
宿
願
で

あ

ウ
た
関
税
自
主
権

確
立

の
年
で
あ

っ
た
。

ω

小
林
行
員

「
関
税
経
済
論
』
三
五
五
。【
ー
ジ
。

以

上

第

八
⊥
五
巻

四
三
九

第
六
号

五
七


